
令和 7 年版

警察のあゆみ警察のあゆみ



県民の安全・ 安心の確保

～県民の期待と 信頼に応える 力強い警察活動の推進～

埼玉県公安委員会・ 埼玉県警察

＜ 重 点 施 策 ＞

＜ 基 本 姿 勢 ＞

令和７ 年

○ 人 身 安 全 関 連 事 案 へ の 的 確 な 対 処

○ 特殊詐欺対策を はじ めと し た犯罪対策の推進

○ 交 通 事 故 防 止 対 策 の 推 進

○ サ イ バ ー 空 間 の 脅 威 へ の 的 確 な 対 処

○ 凶 悪 ・ 重 要 事 犯 の 迅 速 な 検 挙

○ 暴力団や匿名・ 流動型犯罪グループ 等の犯罪組織の壊滅

○ 迅 速 ・ 的 確 な 初 動 警 察 活 動 の 推 進

○ テ ロ ・ 災 害 等 緊 急 事 態 へ の 的 確 な 対 処

○ 全 国 植 樹 祭 に 向 け た 総 合 対 策 の 徹 底
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総 務 部 警 務 部 生活安全部 地 域 部 刑 事 部 交 通 部 警 備 部

さ いたま市警察部 総務課

第一 ～ 第四方面本部

警察学校

警察署（ 3 9 署）

交番（ 2 4 3 交番）

駐在所（ 1 1 6 駐在所）

警備派出所（ １ 警備派出所）

財 務 局

サイバー対策課

サイバー捜査課

サイ バー局 組織犯罪対策局 運転免許本部



特殊詐欺： 被害者に電話等で対面するこ と なく 信用さ せ、 指定し た口座への振込み等の方法により 、 不特定多数の者から 現金等を

　 　 　 　 　 だまし 取る犯罪( 現金等を脅し 取る恐喝及びキャ ッ シュ カ ード 詐欺盗を含む) の総称

　 　 注１ ： 被害額は、 だまし 取ら れるなどし たキャ ッ シュ カ ード によっ て不正に引き 出さ れた金額を含む
　 　 注２ ： 令和６ 年中の数値は暫定値

1 被害状況

特集１ 　 特殊詐欺の現状と 対策

認知件数・ 被害額の推移

被害の主たる交付形態別割合

手口別件数推移

犯行の手口( 令和６ 年中)

被害者の年齢
( 令和６ 年中)

被害者の性別
( 令和６ 年中)

　 手口別認知件数では、 オレ オレ 詐欺が最も 多く 発生し まし た。 また、 還付金詐欺は、 令和４ 年から 年々増加し 、 令和６

年は過去最多の被害と なり まし た。

　 令和６ 年中の認知件数及び被害額は、 過去最

多と なっ ており ます。

　 現金手交型が減少し 、 振込型と カ ード 手交型

が大幅に増加し ています。

　 被害者の年齢別で は80歳代の割合が約43％と 最も 多く 、

性別では女性の割合が約67％と なっ ています
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2 被害防止対策

　 県警察では、 自治体、 自主防犯活動団体、

事業者等と 連携し 、 官民一体と なっ た被害

防止対策を推進し ていま す。

　 令和６ 年中、 悪用さ れた口座の情報を 共

有し て、 県内に本店を 置く 25の金融機関と

の間で、 被害防止等につなげる 全国初の協

定を 締結し たほか、 県内のコ ン ビ ニエン ス

ス ト アに対する 還付金詐欺被害者等に声を

掛け る 際に活用する 声掛け ボ ード の配付、

自治体、 自主防犯活動団体等と 連携し た戸

別訪問によ る 被害防止対策の呼びかけ等を

実施し ま し た。

自治体等と 連携し た戸別訪問事業者と 連携し た被害防止キャ ンペーン

コ ンビニエンススト ア用声掛けボード金融機関と の協定締結式

被害防止件数・ 金額の推移
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3 主な検挙対策

　 職務質問や県民の協力によ る 「 だま さ れたふり 作戦」、 犯行拠点及び悪質電話事業者の摘発等

を推進し ていま す。

海外犯行拠点の摘発 悪質電話事業者の摘発

職務質問による検挙活動( 訓練)検挙件数・ 人員の推移

《 令和６ 年中の主な検挙》

●　 海外犯行拠点における 特殊詐欺事件の検挙 （組織犯罪対策第三課、 大宮署）　

●　 犯行ツ ール（犯行使用電話）提供者に対する 詐欺事件の検挙 （組織犯罪対策第三課、 所沢署）
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　 県警察では、 特殊詐欺被害を 防止し ていただいた一般の方に

対する「 水際防止功労者証」 の交付と 、 留守番電話設定テスト

合格者に対する「 留守番電話設定認定証」 の２ 種の証明書を 交

付し ています。

　 県内の協賛店において、 証明書を 提示する と 、 入場無料等の

特典が受けら れます。 ( 詳細は二次元コ ード →)

留守番電話設定テスト

水際防止功労者
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1 自転車のながら スマホ、 酒気帯び運転の厳罰化

　 令和６ 年11月１ 日、 道路交通法の一部が改正

さ れ、 自転車の運転中における 携帯電話使用等

（いわゆる 「 ながら ス マホ 」 ）と 酒気帯び運転に

関し ての罰則が整備さ れま し た。

　 ながら ス マホ に関し ては、 ス マート フ ォ ン 等

を 手で保持し て自転車に乗り ながら 通話する 行

為や画像を 注視する 行為について、 罰則が強化

さ れま し た。

　 ま た、 自転車の酒気帯び運転に関し ては、 酒

気帯び運転を し た運転者だけでなく 、 酒類提供

者、 同乗者、 自転車の提供者に対する 罰則が新

たに整備さ れま し た。

2 自転車が関係する交通事故発生状況

１ 　 自転車が関係する交通事故発生状況

　 近年、 自転車事故死者数はおおむね横ばいで推移し ており 、 交通事故死者全体の約２ 割を占め

ていま す。

　 埼玉県は、 自転車の世帯保有率が全国ト ッ プク ラ ス であり 、 平坦な道路が多いほか川沿いを走

る サイ ク リ ングロ ード がある こ と など から 、 自転車事故死者数も 全国ワ ース ト 上位と 高い水準で

発生し ていま す。

特集２ 　 自転車の交通ルールの周知

交通事故死者の推移( ５ 年間)
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自転車のスマホ・ 酒気帯び罰則強化チラ シ

都道府県順位( 令和６ 年)

順位 都道府県 自転車死者数 全死者数 構成率

1 大阪 3 4 ･ 1 2 7 ･ 2 6 .8 %

2 東京 2 5 ･ 1 4 6 ･ 1 7 .1 %

3 愛知 2 3 ･ 1 4 1 ･ 1 6 .3 %

4 埼玉 1 9 ･ 1 1 3 ･ 1 6 .8 %

5 千葉 1 7 ･ 1 3 1 ･ 1 3 .0 %

全国 3 2 7 ･ 2 ,6 6 3 ･ 1 2 .3 %
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２ 　 自転車事故の特徴

　 自転車は身近で手軽に利用する こ と が出来る 移動手段である こ と から 、 幼児から 高齢者ま で各

年齢層で発生し ている 現状にあり 、 65歳以上の高齢者が最多と なっていま す。

　 ま た、 自転車事故死傷者には、 約８ 割に「 安全不確認」 をはじ めと する 何ら かの法令違反が認

めら れま す。

　 令和８ 年５ 月ま でには自転車違反者に対する 交通反則通告制度（通称、 青切符制度）の適用を内

容と する 道路交通法の一部改正が施行さ れる こ と と なっており 、 自転車利用者の交通ルール遵守

やマナーの向上がよ り 一層求めら れま す。

３ 　 自転車事故死者の主な損傷部位と ヘルメ ッ ト 着用率

　 道路交通法の一部改正によ り 令和５ 年４ 月１ 日から 、 全年齢を対象にヘルメ ッ ト 着用が努力義

務と なり ま し た。

　 近年、 自転車事故死傷者のヘルメ ッ ト 着用率は上昇傾向にある も のの、 令和６ 年中は15. 5% と

低迷し ており 、 自転車事故死者のう ち約半数は「 頭部」 に致命傷を負っている 現状にあり ま す。

年齢層別・ 自転車事故死傷者数( ５ 年間)

自転車事故死傷者ヘルメ ッ ト 着用率の推移
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3 交通ルールの周知と 遵守

１ 　 交通安全教育及び広報啓発活動の実施

　 交通ルールの周知と 遵守の徹底を図る ため、 年代に応じ た交通安全教育を実施し ていま す。

　 小学生に対する 交通安全教育では、 こ ど も 自転車運転免許制度を導入し 、 学科・ 実技試験での

合格者に対し て免許証を交付し ていま す。

　 社会人に対し ては、 令和６ 年11月１ 日に施行さ れた改正道路交通法（ながら ス マホ、 酒気帯び

運転の厳罰化）を交えた交通安全教育を実施し ていま す。

　 ま た、 広く 県民の方へ道路交通法の改正を周知する ため、 街頭での広報啓発活動も 実施し てい

ま す。

２ 　 自転車利用者に対する映像資料の作成

　 交通違反の事例を 交え た、 ス タ ン ト マン によ

る 再現映像資料を作成し ま し た。

　 こ の資料では、 自転車と 自動車の関係する 交

通事故で、 自動車運転者目線の映像も 盛り 込ん

でおり 、 普段、 自動車を 運転し ない人は、 自動

車から の見え 方を 把握する こ と によ り 、 よ り 一

層防衛運転を心がける こ と ができ ま す。

　 ぜひ、 ご覧下さ い。

３ 　 自転車運転者講習制度の概要

　 自転車の乗用中に信号無視や一時不停止、 遮断踏切立入り 等の政令で定める 自転車危険行為を

３ 年以内に２ 回以上繰り 返し た者については、 自転車運転者講習の受講を命ぜら れる こ と になり

ま す。

　 ま た、 令和６ 年11月１ 日に施行さ れた道路交通法の改正に伴い、 自転車危険行為に携帯電話使

用等の違反及び酒気帯び運転によ る 交通違反が自転車危険行為に追加さ れま し た。

･社会人に対する交通安全教育の活動状況 街頭での広報啓発活動状況

映像資料のポスタ ーと 二次元コ ード

Yo uTub e
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1 警察事象と 警察力

１ 　 刑法犯認知件数等の推移

２ 　 県内市区町村別人口1, 000人当たり の刑法犯認知件数( 令和６ 年中)

Ⅰ　 犯罪情勢と 治安回復に向けた警察の取組

刑法犯の認知件数は、 ほと

んど の市区町村で、 １0件未

満と なり まし た。

人口１, 000人当たり
の刑法犯認知件数

市区町村数

25件以上 34

１5件～ 25件未満 48

１0件～ １5件未満 １１

１0件未満 5

県下25. 7件

令和６ 年

県下7. 0件

人口１, 000人当たり
の刑法犯認知件数

市区町村数

25件以上 0

１5件～ 25件未満 0

１0件～ １5件未満 ２

１0件未満 70

平成16年
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２ 県内市区町村別人口1,000人当たりの刑法犯認知件数(令和６年中)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Ⅰ 犯罪情勢と治安回復に向けた警察の取組 

 警察事象と警察力 １ 

平成16年 

県下25.7件 

刑法犯の認知件数は、ほと

んどの市区町村で、１０件

未満となりました。 

県下7.0件 

令和６年 
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２ 県内市区町村別人口1,000人当たりの刑法犯認知件数(令和６年中)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Ⅰ 犯罪情勢と治安回復に向けた警察の取組 

 警察事象と警察力 １ 

平成16年 

県下25.7件 

刑法犯の認知件数は、ほと

んどの市区町村で、１０件

未満となりました。 
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刑法犯認知・ 検挙状況の推移
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３ 　 警察官定数( 令和６ 年度条例定数)

順位 1 ２ 3 ４ 5 ６ 7 8

都道府県 警視庁 大阪 神奈川 愛知 兵庫 埼玉 福岡 千葉

条例定数 43, 577 2１, 474 １5, 744 １3, 554 １2, 000 １１, 528 １１, １29 １0, 880

４ 　 警察官１ 人当たり の負担状況( 令和６ 年度条例定数) ･

⑴　 負担人口( 令和６ 年４ 月１ 日現在推計人口) ･

⑵　 刑法犯認知件数( 令和６ 年中) ･

５ 　 警察官１ 人当たり の刑法犯検挙件数( 令和６ 年度条例定数) 　
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2 警察力の最大限の発揮に向けた基盤の強化

１ 　 優秀な人材の採用

　 県警察では、 毎年400人近く の警察職員を 採

用し 、 必要な警察力の確保に努めていま す。 真

に本県警察で活躍でき る 人材を 採用する ため、

大学、 高校等を訪問し て行う 就職説明会や希望

者のニーズに合わせて実施可能なオンラ イ ン形

式も 含めたセミ ナー、 イ ンタ ーンシッ プ等創意

工夫を凝ら し た採用イ ベント を開催し ていま す。 ま た、 Ｓ Ｎ Ｓ 等の拡散力を生かし て警察業務の

魅力、 各種イ ベント の開催情報等を広く 発信し ていま す。

■令和７ 年度埼玉県警察官採用試験日程

２ 　 全ての職員の活躍を推進する職場環境づく り

　 県警察では、 能力や経験等に応じ た人事配置、 キャ リ ア形成支援、 仕事と 子育て等の両立支援、

ハラ ス メ ント 防止対策と いった全ての職員の活躍を推進する 職場環境づく り を行っていま す。

　 特に仕事と 子育て等の両立支援については、 男性が家

事・ 育児を担う こ と の必要性を認識さ せる こ と を目的と

し た研修を開催し たほか、 育児休業取得者の体験談を紹

介し ま し た。

　 ま た、 警察署の職員に対する 育児休業支援要員派遣制

度によ り 、 育児休業を取得し やすい環境を醸成し ていま

す。

試験区分 申込受付期間
第1 次試験日

最終合格発表

第
１
回
試
験

 Ⅰ類（男性・ 女性）

 Ⅱ類（男性・ 女性）

 国際捜査Ⅰ類（中国語・ ベト ナム語）

 武道・ 体育指導Ⅰ類（柔道・ 剣道）

 サイ バー犯罪捜査Ⅰ類

 サイ バー犯罪捜査Ⅱ類

3 月3 日（月）

～

４ 月１6日（水）

5 月１１日（日）

8 月１3日（水）

第
２
回
試
験

 Ⅰ類（男性・ 女性）

 Ⅱ類（男性・ 女性）

 サイ バー犯罪捜査Ⅰ類

 サイ バー犯罪捜査Ⅱ類

7 月１5日（火）
～

8 月27日（水）

９ 月2１日（日）

１2月１9日（金）

※埼玉県警察事務職員採用試験日程については、 埼玉県人事委員会事務局ホームページを参照く ださ い。

　 県警察では、 オンラ イ ン形式に

よる個別相談会やセミ ナーを開催

し ています。 また、 採用試験や各

種採用イ ベント に関する情報を 県

警ホームページに随時掲載するほ

か、 I n s t a g r a m やＸ 等の

Ｓ Ｎ Ｓ でも 情報配信し ています。

パパ・ ママ子育て研修

( 部外講師による実技講習)

【 採用イ ベント 開催状況】

個別相談会の予約受付中! ♯埼玉県警察採用センタ ー
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３ 　 警察官の増員

　 国（警察庁）は、 全国的な治安の悪化に

対応する ため、 平成13年度から 平成29年

度ま での間、 警察官を 計画的に増員し 、

本県には、 全国最多と なる 2, 895人の増

員が措置さ れま し た。

　 ま た、 国に対する 働き かけの結果、 令

和７ 年度にも 「 サイ バー空間における 対

処能力の強化」 及び「 匿名・ 流動型犯罪

グ ループに対する 戦略的な 取締り の強

化」 のため、 全国最多と なる 175人の増

員が措置さ れま し た。

６ 　 施設の整備

⑴　 警察庁舎の整備

　 今後著し い増加が予想さ れる 高齢運転者に対し て、 高齢者講習や認知機能検査を円滑、 適正に

実施する ため、 岩槻高齢者講習センタ ーを竣工し ま し た。 ま た、 川口市内の治安情勢等に的確に

対応する ため、川口市北東部地域に新設する （仮称）川口北警察署庁舎の新築工事に着手し ま し た。

　 令和７ 年度は、 越谷警察署の改築工事及び（仮称）川口北警察署庁舎の新築工事を進めま す。

⑵　 交番等の改築

　 老朽・ 狭あいが著し い交番・ 駐在所の整備を優先的に進め、 令和７ 年度は、 交番７ か所、 駐在

所３ か所の改築を計画的に進めま す。

４ 　 組織の整備

　 治安情勢の変化に的確に対応する ため、必要に応じ て組織の見直し 、体制整備を図っていま す。

　 令和７ 年度は、 検挙率向上に向けた新たな初動捜査体制を確立する ため、 機動捜査隊及び刑事

総務課捜査支援・ 通訳センタ ー （附置機関）を統合し 、 刑事部に「 捜査支援課」 を新設し ま し た。

特殊詐欺抑止対策員の活動状況( イ メ ージ)５ 　 会計年度任用職員による現場執行力の強化

　 警察官を可能な限り 現場へシフト する ため、 交番にお

いて各種相談、 遺失・ 拾得届の受理等を行う 交番相談員、

金融機関等で詐欺被害の未然防止活動を行う 特殊詐欺抑

止対策員、中学校での非行防止活動を支援する ス ク ール・

サポータ ー等の会計年度任用職員を配置し ていま す。

警察官の増員状況

令和７ 年度 1 7 5 人
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1 防犯のまちづく り

１ 　 地域安全活動の推進

　 県警察では、 地域における 犯罪を未然に防止し 、 安全安心を実感でき る 地域社会を実現し てい

く ため、 地域住民や事業者、 自治体と と も に「 防犯のま ちづく り 」 に取り 組んでいま す。

県、 県警察、 事業者等による協定の締結

Ⅱ　 安全で安心し て暮ら せるまちづく り

⑴　 自治会等による自主防犯活動の支援

　 県内では、 令和６ 年12月末現在、 5, 928団体の自主防犯活

動団体が活動し ていま す。

　 県警察では、 こ れら の団体に対し 、 犯罪の発生状況や防犯

情報を提供し ている ほか、 警察官と の合同パト ロ ールや、 研

修会の開催、活動マニュ アルの整備等の支援を行っていま す。

⑵　 青色回転灯等装備車によるパト ロールの支援

　 青色回転灯等を 装備し た車両によ る 青色防犯パト ロ ール

は、 自治体や自主防犯活動団体等から の申請に基づき 、 県警

察本部長が証明する こ と によ り 実施する こ と ができ ま す。

　 県内では、 令和６ 年12月末現在、 733台が活動し 、 登下校

の見守り 活動等を実施し ており 、 青色防犯パト ロ ールに必要

な情報の提供や事案対応の指導等の支援を行っていま す。

⑶　 若い世代の参加促進を図る環境づく り

　 若い世代の自主防犯活動への参加促進を図り 、 将来におけ

る 自主防犯活動の一層の活性化と 定着化を促進する こ と を目

的に、 県内に通学・ 勤務又は居住する 若者をヤング防犯ボラ

ンティ ア「 ク リ ッ パーズ」 のメ ンバーと し て委嘱し 、 各種防

犯ボラ ンティ ア活動への積極的な参加を呼びかけていま す。

⑷　 地域安全協定の締結

　 安全安心な地域社会の実現に向け、県内で活動する 事業者、

団体等と 「 不審者を目撃し た場合の通報、 保護を必要と する

子供・ 高齢者の救護、 防犯に関する 広報啓発活動への協力、

特殊詐欺等の犯罪被害者を把握し た場合の声かけ」 等を内容

と する 地域安全協定を積極的に締結し ていま す。

自主防犯活動団体によるパト ロール

青色回転灯等装備車によ るパト ロール活動

ヤング防犯ボラ ンティ ア「 ク リ ッ パーズ」
　 の広報啓発活動
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２ 　 地域安全情報の発信

⑴　 自治体等と 連携し た情報発信

⑵　 メ ール・ Ｓ Ｎ Ｓ ・ イ ンタ ーネッ ト を活用し た情報発信( 県民の皆様に、 迅速に情報発信)

　 県警察ホームページでは「 重要凶悪犯罪等の情報」、「 防犯対策等の情報」、「 路上強盗等

の犯罪や不審者情報の発生場所等を搭載し た事件事故発生マッ プ」 を掲載し ていま す。

⑶　 その他の情報発信

　 新聞社の協力によ る 防犯折り 込みチラ シの配布、 子供や女性、 高齢者等対象に応じ て作成し

た広報紙の関係機関・ 団体を通じ た配布によ り 県民の皆様に情報を発信し ていま す。

３ 　 安全な環境づく り の推進

街頭防犯カ メ ラ の設置状況 強盗模擬訓練の実施状況 防犯診断の実施状況

　 県警察では、 安全な環境づく り を 推進するために、 防犯カ メ ラ の設置場所の選定

等に必要な情報提供や助言を 行っ ているほか、 強盗模擬訓練や防犯診断を 通じ て事

業者における防犯意識の高揚を 図っ ています。

情報発信の流れ

県警察メ ールマガジン Ｘ (旧Tw itte r)･ Faceb o o k Yaho o !防災速報 Insta g ram

防災行政無線

防災( 防犯) メ ール

インタ ーネット ツール

① メ ールマガジン
② X( 旧Tw itter)
③ Faceb o o k
④ Yaho o !防災速報

防災行政無線

防災( 防犯) メ ール
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2 警察安全相談等への対応

１ 　 警察安全相談等受理状況

　 県民から 寄せら れる 警察安全相談等の令和６ 年中の新規受理件数は、 17万3, 238件で、 前年と

比べて1, 314件（0. 8パーセント ）増加し ま し た。

２ 　 警察安全相談等の受理体制

　 県民から 寄せら れる 警察安全相談等に適切に対応する ため、 警察本部に「 けいさ つ総合相談セ

ンタ ー」 を、 各警察署には「 警察安全相談室」 を設置し 、 相談窓口の一元化を図っていま す。

　 ま た、 け いさ つ総合相談セン タ ーに県民から の相談窓口電話と し て、 警察相談専用電話

「 ＃
シャ ープ

９
キュ ウ

１
イ チ

１
イ チ

０
マル

」 を設置し ていま す。

電話相談( 相談センタ ー ) 面接相談( イ メ ージ)

取扱件数の推移

＃９110の啓発活動

相談内容( 令和６ 年中)

� Ⅽ㏞ 足
㻝㻞㻘㻡㻟㻤௳

㻚䠄㻣㻞㻑䠅

� Ⅽ㏞ 足
㻝㻞㻘㻡㻟㻤௳

㻚䠄㻣㻞㻑䠅

௳・ ┦ ・
㻝㻠㻘㻝㻥㻢௳

㻚䠄㻤㻞㻑䠅

௳・ ┦ ・
㻝㻠㻘㻝㻥㻢௳

㻚䠄㻤㻞㻑䠅

Ẹ ၥ・ 㢟
㻝㻜㻘㻜㻞㻤௳

㻚䠄㻡㻤㻑䠅

Ẹ ၥ・ 㢟
㻝㻜㻘㻜㻞㻤௳

㻚䠄㻡㻤㻑䠅

ၥ ඣᑡ ᖺ ❺・㢟䞉 ᚅ
௳㻥㻘㻠㻞㻠

㻚䠄㻡㻠㻑䠅

ၥ ඣᑡ ᖺ ᚅ❺・㢟䞉
௳㻥㻘㻠㻞㻠

㻚䠄㻡㻠㻑䠅

◌ྲྀᣦ ᑟ・ ㏻ ⥾ 䜚
㻢㻘㻟㻝㻥௳

㻚䠄㻟㻢㻑䠅

◌ྲྀᣦ ᑟ・ ㏻ 䜚⥾
௳㻢㻘㻟㻝㻥

㻚䠄㻟㻢㻑䠅

➼䝟䝖䝻䞊䝹
㻟㻘㻜㻢㻠௳

㻚䠄㻝㻤㻑䠅

➼䝟䝖䝻䞊䝹
௳㻟㻘㻜㻢㻠

㻚䠄㻝㻤㻑䠅

ၥᐙ ・ 㢟
㻞㻠㻘㻢㻤㻥௳

㻚䠄㻝㻠㻟㻑䠅

ၥᐙ ・ 㢟
௳㻞㻠㻘㻢㻤㻥

㻚䠄㻝㻠㻟㻑䠅

ၥ≢㜵 㢟
㻢㻣㻘㻣㻢㻣௳

㻚䠄㻟㻥㻝㻑䠅

ၥ≢㜵 㢟
௳㻢㻣㻘㻣㻢㻣

㻚䠄㻟㻥㻝㻑䠅

䛭䛾・
㻞㻡㻘㻞㻝㻟௳

㻚䠄㻝㻠㻢㻑䠅

䛭䛾・

௳㻞㻡㻘㻞㻝㻟
㻚䠄㻝㻠㻢㻑䠅

㻜

㻟㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻢㻜㻘㻜㻜㻜

㻥㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜
௳䠄 䠅

㻾㻞 㻾㻟 㻾㻠 㻾㻡 㻾㻢

㻝㻠㻠㻘㻡㻠㻥
㻝㻡㻠㻘㻠㻥㻝 㻝㻡㻢㻘㻠㻞㻞

㻝㻣㻝㻘㻥㻞㻠 㻝㻣㻟㻘㻞㻟㻤

　 緊急を 要さ ない相談や要望は、 110番では

なく 警察相談専用電話「 ＃９110」 を 利用し て

下さ い。 ダイ ヤル回線及び一部のI Ｐ 電話等

は利用でき ない場合があり ますので、 その際

は、 048- 822- ９110へおかけく ださ い。

　 24時間受付( 夜間及び土曜日・ 日曜日・ 祝日・

年末年始は警察本部当直員が対応し ます。 )

※時間帯によっ ては、 繋がり にく い場合があ

り ます。
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3 子供・ 女性等の安全対策

１ 　 人身安全関連事案への対応

　「 人身安全関連事案」 と は、 ス ト ーカー事案、 ド メ ス ティ ッ ク ・ バイ オレ ンス ( Ｄ Ｖ ) 事案、 行

方不明事案、 児童・ 高齢者・ 障害者虐待事案等、 人身の安全を早急に確保する 必要が認めら れる

事案です。

　 人身安全初動指揮本部では、 重大事案に発展する 危険性・ 切迫性を判断し 、 こ れに基づき 行為

者の事件検挙、 行政措置、 被害者の保護対策等必要な措置を速やかに講じ る など 、 警察署と 連携

し て被害の未然防止に努めていま す。

指揮本部長（ 警察本部長)

関 係 部 長

関 係 参 事 官幕　 　 僚

副本部長

本 部 員 関 係 所 属 長 等

初動指揮班（ 2 4 時間体制）

統括指揮官

指揮補佐官

班　 　 　 員

埼玉県警察人身安全初動指揮本部

事件発生

被害者の
安全確保

違法行為
の検挙

重大事案への

発展を回避

初
動
捜
査
の
徹
底

迅
速
的
確
な
対
応

警
察
署
と
連
携

危険性

切迫性

の判断

２ 　 スト ーカ ー・ Ｄ Ｖ 対策の推進

⑴　 スト ーカ ー対策

　 令和６ 年中のス ト ーカー事案の相談受理

件数は668件でし た。

　 ス ト ーカー事案を認知し た際は、 被害者

の安全確保を最優先に考えた保護対策を実

施する と と も に、行為者に対し ては、ス ト ー

カー行為等の規制等に関する 法律及びその

他法令を適用し た検挙、 同法律に基づく 禁

止命令、 警告等を実施し 、 被害の拡大防止

を図っていま す。

スト ーカ ー事案取扱いの推移

9999 9393

7676
6767

8282

5555
4646

7272

4848

7070 6565

4848

1414

1,210 1,210 

1,112 1,112 

1,040 1,040 1,032 1,032 

668 668 

0

200

600

800

400

1,000

1,200

1,400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

260

220

240

200

R2 R3 R4 R5 R6

検挙件数 禁止命令件数

警告件数 相談受理件数
（件） （件）

104104

110110
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⑵　 ド メ スティ ッ ク ・ バイ オレンス（Ｄ Ｖ ）対策

　 令和６ 年中の配偶者等から の暴力( Ｄ Ｖ ) 相談

受理件数は5, 663件で、 前年と 比べて777件減少

し ていま す。

　 Ｄ Ｖ 相談を受理し た際は、 相談者の安全を最

優先に、 保護対策や防犯指導を実施する と と も

に、 加害者に対する 指導、 警告及び検挙等、 相

談者の立場に立った対策を推進し ていま す。

３ 　 子供と 女性の犯罪被害防止

　 令和６ 年中、 子供に対する 声かけ事案の件数

は、 2, 714件でし た。

　 ま た、 令和６ 年中、 不同意性交等及び不同意

わいせつの認知件数は897件で、 う ち18歳以下

の子供の被害は368件でし た。

　 子供や女性を対象と する 性犯罪等の発生を未

然に防止する ため、 その前兆行為と 捉えら れる

声かけ事案や、 つき ま と い行為等の段階で行為

者を特定し て検挙又は指導・ 警告を行う 『 先制・

予防的活動』 を積極的に実施し ていま す。

※声かけ事案： 子供に対し 、 犯罪には至ら ないが
「 声をかける」「 後をつける」 等の行為

犯罪被害を防止するためのポイント

 【 子供の被害防止】

１ 　 ひとり になら な い

２ 　 ついていかな い

３ 　 大き な 声で 助けを 呼ぶ

４ 　 だれと どこ で何時まで

     遊 ぶか家の人に話す

【 女性の被害防止】

１ 　 ひと 気のな い通り では、時々後ろ を 振り 返り 注意

　   を 払う

２ 　 スマート フォンを 操作し な がら 、イ ヤホンで音楽を

　   聴き な がら 等「 な がら 歩き 」はし な い

３ 　 在宅時でも 玄関ド アは施錠し 、就寝時は窓等の施

　   錠をしっかり と 確認する

４ 　 来訪者の際はすぐ にド アを 開けず、イ ンタ ーホンや

　   チェ ーン などを 利用し て、用件や相手を 確認する

Ｄ Ｖ 事案取扱いの推移

性犯罪・ 声かけ事案認知件数の推移

477477

603603

455455 479479

1,024 1,024 

1,360 1,360 1,372 1,372 

1,178 1,178 1,197 1,197 

5,663 
5,999 

6,132 6,096 

6,440 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

7,000

6,000

0

300
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900

1,200

1,500

1,800

R2 R3 R4 R5 R6

事件検挙件数 援助件数 相談受理件数

（件）

（件）

545545

350
411 433

787

368

123 151 166

306

897

2,714

2,752 

3,028 

2,782 2,742 

0

500

1,000

1,500

2,000
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3,000
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0

250
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1,000
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性犯罪（不同意性交等・不同意わいせつ）
うち子供 (18歳以下)の被害
声かけ事案

R2 R3 R4 R5 R6
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4 少年非行防止等総合対策

１ 　 県内の少年非行情勢

⑴　 刑法犯少年の推移

　 刑法犯で検挙・ 補導し た少年は年々減少傾向で推移し ていま し たが、 令和５ 年に増加に転じ 、

令和６ 年中も 1, 291人で、 前年と 比べて20人( 1. 6パーセント ) 増加し ていま す。

　 ま た、 学職別では、 高校生が539人( 構成比41. 8パーセント ) で最も 多く 、 次いで中学生が249人

( 構成比19. 3パーセント ) と なっていま す。

⑵　 少年の再犯者

　 少年の再犯者と は、 刑法犯で検挙さ れた14歳

以上の少年( 犯罪少年) のう ち、 過去に非行を犯

し た少年をいいま す。

　 令和６ 年中の少年の再犯者は、 381人で、 前

年と 比べて84人増加し ま し た。

　 少年の再犯者の割合は33. 5パーセント で前年

と 比べて5. 3パーセント 増加し ま し た。

⑶　 不良行為少年

　 喫煙や深夜はいかい等の不良行為で補導し た

少年は減少傾向で推移し ていたと こ ろ、 令和４

年、 令和５ 年と 増加し ま し たが、 令和６ 年中は

１ 万5, 681人で、 前年と 比べて1, 110人( 6. 6パー

セント ) 減少し ま し た。

　 行為別にみる と 、 深夜はいかいが最も 多く

7, 515人( 構成比47. 9パーセント ) 、 喫煙が2, 110

人( 構成比13. 5パーセント ) で、 こ の２ つの行為

種別で全体の約６ 割を占めていま す。

刑法犯少年の検挙・ 補導人員の推移

少年の再犯者（刑法犯）の推移

不良行為少年の補導人員の推移

刑法犯少年の学職別割合（令和６ 年中）

10,121
9,525

8,809
8,919 8,915

10,19010,190 10,20610,206

11,37011,370
10,46310,463

9,7309,730
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286 239

381297
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２ 　 総合的な非行防止対策の推進

　 少年の非行防止、 健全育成を図る ため、 少年警察ボラ ンティ ア及び関係機関・ 団体と 緊密に連

携し た街頭補導、 非行防止教室、 立ち直り 支援活動、 少年相談活動等の総合的な非行防止対策を

推進し ていま す。

スク ール・ サポータ ーによ る 校内巡回 少年警察ボラ ンティ アによ る 挨拶運動

立ち直り 支援活動（農業体験） 少年相談活動（イ メ ージ）

街頭補導活動（イ メ ージ） 非行防止教室
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３ 　 少年の保護総合対策

⑴　 児童虐待防止対策

　 県警察では、 児童相談所と 情報共有の更なる 強化、 援助要請への確実な対応等、 関係機関と 連

携し た児童虐待の早期発見、 児童の安全確認と 安全確保を最優先と し た対応の徹底を図っていま

す。 ま た、 児童相談所と の立入調査、 臨検・ 捜索を想定し た合同訓練や児童虐待防止キャ ンペー

ンなど の広報啓発活動を実施し ていま す。

児童相談所と の合同訓練 児童虐待防止キャ ン ペーン

児童虐待通告人員の推移 児童虐待通告人員の内訳（令和６ 年中）

心理的虐待心理的虐待
7,793人
(77.4%)
7,793人
(77.4%)

身体的虐待身体的虐待
1,494人
(14.8%)
1,494人
(14.8%)

怠慢又は
拒否

怠慢又は
拒否
754人
(7.5%)
754人
(7.5%)

性的虐待
26人
(0.3%)

10,177 10,177 
11,075 11,075 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

14,000

12,000

（人）

R2 R3 R4 R5 R6

9,716 9,716 

11,538 11,538 

10,067 10,067 

ひと り で悩んでいませんか？

　 埼玉県警察少年サポート センタ ーでは、少年や保護者等から の非行やいじ め、犯罪

被害等の少年問題に関する心理面の相談（カ ウンセリ ング等）を受け付けています。

　 公認心理師等の資格を 有する専門職員がカ ウンセリ ン グを 担当し 、 心理テスト 等

を 活用し て、 その結果に基づいた指導・ 助言を行っ ています。

　 ○　 相談先　 ☎　 0 4 8 -8 6 1 -1 1 5 2 　 （少年用（ヤングテレホンコ ーナー ））

　 　 　 　 　 　 　 ☎　 0 4 8 -8 6 5 -4 1 5 2 　 （保護者等用）

　 　 　 　 　 　 　 月～金　 （祝休日、 年末年始を除く ）　

　 　 　 　 　 　 　 8 :3 0  ～ 1 6 :1 5 　「 面接は要予約」
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⑵　 少年の福祉を害する犯罪

　 福祉犯罪と は、 児童買春や児童ポルノ を はじ めと する 少年の福祉を 害する 犯罪を いいま す。 　 　

福祉犯罪の検挙件数及び検挙人員は増減を繰り 返し ながら 推移し ていま す。

　 法令別でみる と 、 令和６ 年中は、 児童買春・ 児童ポルノ 法の検挙件数が313件( 構成比53. 6パー

セント ) 、検挙人員が75人( 構成比28. 6パーセント ) 、性的姿態撮影等処罰法の検挙件数が155件( 構

成比26. 5パーセント ) 、 検挙人員が100人( 構成比38. 2パーセント ) 、 青少年健全育成条例の検挙件

数が85件( 構成比14. 6パーセント ) 、 検挙人員が62人( 構成比23. 7パーセント ) と なっており 、 こ の

３ つの法令別で福祉犯罪全体の検挙件数、 検挙人員と も に約９ 割を占めていま す。

《 令和6 年中の主な検挙》

●　 暴力団員及び暴走族構成員によ る 強盗致傷等事件 ( 少年課、 浦和西署) 　

●　 児童福祉施設内において発生し た未就学女児への強制性交、 強制わいせつ、 児童買春・ 児童

　 　 ポルノ 法違反等事件 ( 少年課、 行田署)

公式アカ ウント 　 埼玉県警察本部少年課

＠sp p _ syounen

　 イ ンタ ーネッ ト を 通じ た少年の犯罪被害防止

《 Ｘ （旧Tw itte r）における広報啓発活動》

　 県警察では、 Ｓ Ｎ Ｓ に起因する 子供の性被害防

止のための取組と し て、 被害のき っ かけになるこ

と が多いＸ において広報啓発を 実施し ています。

《 非行防止指導班「 あおぞら 」 の動画配信》

　 非行防止指導班「 あおぞら 」 が、

イ ン タ ーネッ ト の適正な利用方法

や被害事例を も と にし た犯罪被害

防止の動画を 作成し 、Yo uTub e（ 埼

玉県警察公式チ ャ ン ネル） に配信

し ています。

福祉犯罪の検挙件数・ 人員の推移
児童買春・ 児童ポルノ 事犯の

検挙件数・ 人員の推移

Yo uTub e

313313

248 252

7575

106106

199199

118118
108108

8484

158158

0

50

100

150

200

250

300

350

(件/人）
検挙件数 検挙人員

R2 R3 R4 R5 R6

518518

465465

358358

306306
264264

231231

538538
584584

262262

363363

0

100

200

300

400

500

700

600

(件/人）
検挙件数 検挙人員

R2 R3 R4 R5 R6
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5 風俗・ 経済・ 環境事犯の検挙

１ 　 繁華街・ 歓楽街総合対策の推進

　 県警察では、 県内の繁華街・ 歓楽街が安全で安心し て利用でき る 場所と なる よ う 、 風俗関係事

犯の取締り や関係機関等と 連携し た各種対策を推進し ていま す。

⑴　 風俗関係事犯の取締り

　 客引き 等の迷惑行為、 違法風俗店等における 風俗関係事犯を積極的に検挙する と と も に、 風俗

店等の営業者に対する 厳正な行政処分を実施し て適正な営業を指導し ていま す。

76

94 97
87

59 62

100
89 89

59

0

50

100

150

200

R6R2 R3 R4 R5

件数 人数（件/人）

⑵　 風俗環境浄化対策

　 善良な風俗と 清浄な風俗環境の保持等を目的と し た風俗営業所等に対する 立入り を推進する と

と も に、 関係機関と 連携し た合同査察等、 不法滞在・ 不法就労防止キャ ンペーン等の広報啓発活

動、 ビ ルオーナー対策をはじ めと し た違法風俗店等の排除活動を積極的に実施し ていま す。

447
394

0

100

200

300

400

500

600

（件）

381 382

464

R6R2 R3 R4 R5

《 令和6 年中の主な検挙》

●　 全国初と なる アフ ィ リ エイ ト 広告勧誘によ る 常習賭博幇助事件

( 埼玉、 愛知合同捜査( 保安課、 大宮署) )

●　 女性経営者、 悪質ホス ト ら によ る 風適法( 無許可) 違反事件 ( 保安課、 越谷署)

●　 マッ サージ店を仮装し た店舗型性風俗店の中国人経営者ら によ る 風適法違反( 禁止区域) 事件　

　 　 ( 保安課、 川口署)

違法風俗店排除活動状況不法滞在・ 不法就労防止キャ ン ペーン

行政処分数の推移検挙状況の推移

違法風俗店 ビ ルオーナー対策後
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２ 　 経済事犯の取締り

　 経済事犯と は、 ヤミ 金融事犯、 特定商取

引等事犯、 知的財産権侵害事犯、 利殖勧誘

事犯等の市民生活を 侵害し 、 社会経済活動

を阻害する 事犯をいいま す。

３ 　 環境事犯の取締り

　 環境事犯と は、 廃棄物事犯、 動物・ 鳥獣

関係事犯等の環境に対する 事犯をいいま す。

４ 　 広報啓発活動の実施

　 悪質商法は、 高齢者被害が依然と し て後を絶たず、 さ ら には、 成年年齢の引き 下げに伴う 若年

層の被害増加も 懸念さ れる こ と から 、 警察では様々な媒体を使って、 被害防止について広報啓発

活動を行っていま す。

《 令和6 年中の主な検挙》

●　 高齢者を対象と し た投資運用名下によ る 金融商品取引法違反事件

( 埼玉県警、 群馬県警、 沖縄県警)

●　 解体業者によ る 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律違反事件　 　 　 ( 生活経済課、 新座署)

環境事犯取締り 状況の推移

悪質商法に関する 広報啓発活動大型電光掲示板の活用
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経済事犯取締り 状況の推移
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《 令和6 年中の主な検挙》

●　 オンラ イ ンフリ ーマーケッ ト サービス において他人のク レ ジッ ト カード 情報を不正利用し た　 　

　 　 電子計算機使用詐欺等事件 ( サイ バー捜査課、 川口署)

●　 Ｓ Ｉ Ｍカード 貸与業者が契約者の身分確認を行わずにＳ Ｉ Ｍカード を貸与し た携帯電話不正利用

　 　 防止法違反等事件 ( サイ バー捜査課、 大宮署)

●　 オンラ イ ンフリ ーマーケッ ト サービスにおける 偽ブラ ンド 品の販売収益を収受し た組織犯罪処罰

　 　 法違反等事件 ( サイ バー捜査課、 蕨署)

6 サイ バー空間の脅威への的確な対処

１ 　 サイ バー犯罪の現状

　 令和６ 年のサイ バー関連の相談受理件数は、 9, 716件で、 相談件数が過去最多を 記録し た令和

４ 年以降は減少し ている も のの高水準で推移し ており 、 サイ バー空間の脅威は依然と し て深刻と

なっていま す。

特に、 全体の相談受理件数の中で、 フ ィ ッ シング詐欺、 サポート 詐欺等の詐欺、 悪質商法等及

びク レ ジッ ト カード 犯罪の相談件数が半数以上を占め、 依然と し て、 フィ ッ シング詐欺をはじ め

と する 詐欺被害の脅威は継続し ていま す。

　 ま た、 サイ バー犯罪の検挙件数及び検挙人員は、 725件434人( 前年比＋109件、 ＋39人) と 近年

増加傾向にあり 、 罪種別では詐欺、 犯罪収益移転防止法違反、 不正アク セス 禁止法違反の順に多

く 、 検挙件数全体の51. 4％を占めていま す。

　 埼玉県警察では、 イ ン タ ーネッ ト 上の詐欺、 悪質商法等やク レ

ジッ ト カ ード 犯罪等のサイ バー犯罪の被害防止や若者を 闇バイ ト

等の犯罪に加担さ せないため、 県警公式Ｘ （旧T witt er ）やイ ンスタ

グラ ムにおいて、 最新の手口や注意点を わかり やすく 紹介し てい

ま す。 特にサイ バー対策課公式Ｘ では、 川柳や短歌等、 親し みや

すい形式でサイ バー犯罪の被害防止の呼びかけを 行っ ています。

サイ バー犯罪関連相談件数 サイ バー犯罪検挙状況の推移

セキュ リ ティ 川柳サイ バー対策課公式X サイ バー対策課公式イ ン スタ グラ ム

クレジットカード犯罪クレジットカード犯罪
2,615件
(26.9%)
2,615件
(26.9%)

詐欺、悪徳商法等詐欺、悪徳商法等
3,330件
(34.3%)
3,330件
(34.3%)

不正アクセス被害
ネットワークセキュリティ関連

不正アクセス被害
ネットワークセキュリティ関連

1,441件(14.8%)1,441件(14.8%)

1,402件 (14.4%)1,402件 (14.4%)

その他その他

迷惑メール、スパムメール
928件(9.6%)
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－ 22 －



２ 　 サイ バー犯罪対策の推進

⑴　 様々な媒体を活用し た広報啓発活動

　 県警察では、 サイ バー犯罪被害防止のためＳ Ｎ Ｓ の活用や企業と 連携し た広報啓発活動を推進

し ていま す。

　 サイ バー犯罪関連相談においてフィ ッ シング詐欺被害の相談が大き な割合を占めている こ と か

ら 、 令和６ 年中は、 人気テレ ビ アニメ 「 シンカリ オン チェ ンジ ザ ワ ールド 」 と タ イ アッ プし た

フ ィ ッ シン グ詐欺被害防止啓発ポス タ ーを 作成し 、 県内の商業施設、 駅構内等に掲示し たほか、

県警公式Ｘ で情報発信を行いま し た。

　 ま た、 サイ バーセキュ リ ティ に関する ゆっく り 解説動画を 作成し 、 YouTube( 埼玉県警察公式

チャ ンネル) で公開する など、 様々な媒体を活用し た広報活動を行っていま す。

⑵　 キャ ンペーン、 セミ ナーの開催

　 埼玉サイ バーセキ ュ リ ティ 推進会議の産・ 学・ 官が連携し 、 高校生等の学生を 対象と し て、

SNSに起因する 個人情報流出、 児童ポルノ 等の性犯罪被害、 闇バイ ト 等への勧誘等の危険性を正

し く 伝える ため、 ネッ ト ト ラ ブルの防止やネッ ト リ テラ シー向上を目的と し た体験型サイ バーセ

キュ リ ティ 啓発イ ベン ト ( SCSCサマーキャ ン プ2024) を 開催し たほか、 県内企業を 対象と し た最

新のサイ バー攻撃の手法に関する セミ ナーを開催し ま し た。

　 ま た、 日本ロ ッ ク セキュ リ ティ 協同組合と 協働し 、 ６ 月９ 日( ロ ッ ク の日) をサイ バー空間にお

ける セキュ リ ティ ロ ッ ク やパス ワ ード ロ ッ ク の強化を推進する 啓発キャ ンペーン等を実施し ま し

た。

「 ゆっ く り 解説動画」 Yo uTub e（埼玉県警公式チャ ンネル）タ イ アッ プポスタ ーによる 啓発

「 ロ ッ ク の日」 啓発キャ ンペーンＳ Ｃ Ｓ Ｃ サマーキャ ン プ２０２４

※Ｓ Ｃ Ｓ Ｃ は埼玉サイ バーセキュ リ ティ 推進会議の略
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３ 　 サイ バー攻撃対策の推進

　 サイ バー攻撃には、 国民生活や社会経済活動に不可欠な役務等を提供し ている 重要イ ンフラ の

基幹シス テムを機能不全に陥れ、 社会の機能を麻
ま

痺
ひ

さ せる サイ バーテロ や、 情報通信技術を用い

て政府機関、 先端技術を有する 事業者等から 機密情報を窃取する サイ バーイ ンテリ ジェ ンス 等が

あり ま す。

　 令和６ 年12月末現在、 県内では、 国民の生活や経済活動に重大な被害をも たら すおそれがある

サイ バーテロ は発生し ていま せんが、 全国的にはラ ンサム ウ ェ アによ る 感染拡大被害が多発し 、

事業活動の停止・ 遅延等、 社会経済活動に多大な影響を及ぼす情勢と なっていま すので、 県警察

では引き 続き サイ バー攻撃によ る 被害の未然防止等に努めていき ま す。

　 県警察では、 サイ バーセキュ リ ティ 対策の必要性を 身近に感じ ても ら おう と、 県

内で増加傾向にあるサイ バー犯罪の被害内容等を 盛り 込み、 ゲーム感覚で楽し みな

がら サイ バーセキュ リ ティ を 学べるボード ゲームを 作製し、 被害防止啓発活動に活

用し ています。 実際にボード ゲームを 使用し たサイ バーセキュ リ ティ イ ベン ト やセ

ミ ナー等に参加さ れた方から は「 おも し ろ かっ た」「 手を 動かし ながら なので、 わ

かり やすかっ た」 など老若男女問わず好評を得ています。

　 県警察では、 You Tu b e （埼玉県警察公

式チャ ン ネル）において、「 サイ バー攻撃

対策啓発映像（パスワード 管理編）」 等を

配信し サイ バー空間の脅威情勢やその脅

威への対処方法を わかり やすく 伝え、 サ

イ バー攻撃対策の意識向上に努めていま

す。
A I音声ソ フ ト を 活用し たサイ バー攻撃対策啓発映像

Ｄ Ｄ ｏ Ｓ 攻撃

❷大量のデータ を送付

❷不正プロ グラ ムに感染

❶不正プロ グラ ムを
　 添付し たメ ールを送付

攻撃対象の
コ ンピ ュ ータ

攻撃者

攻撃者

攻撃者の配下
にある サーバ

❸情報流出

❹転送

被害者

標的型メ ール攻撃

処理不能!

❶攻撃指令

サイ バー攻撃の手口

Yo uTub e
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7 地域警察活動の強化

　 県警察では、 安全で安心し て暮ら せる ま ちづく り を実現する ため、 多く の制服警察官が街頭で

活動し ていま す。

１ 　 地域に密着し た交番・ 駐在所の活動

　 交番・ 駐在所では、 地域の安全と 平穏を確保する ため、 パト ロ ールによ る 各種犯罪の予防・ 検

挙活動や巡回連絡を通じ た地域安全情報の提供等、 地域に密着し た活動を行っていま す。

　 ま た、 街頭活動によ る 警察官の一時不在を補完する ため、 全ての交番・ 派遣所に交番相談員を

配置し ていま す。

２ 　 日夜活動するパト カ ー

　 パト カ ーは、 機動力を 生かし 、 110番等の

通報現場にいち早く 急行し て、 地域の安全と

平穏を確保する ほか、 オレ オレ 詐欺をはじ め

と する 特殊詐欺、 自転車盗、 ひっ たく り 等、

県民に身近な各種犯罪の予防や職務質問によ

る 検挙活動を行う など 、 安全で安心し て暮ら

せる ま ちづく り のた めに日夜活動し て いま

す。

立番警戒活動 徒歩によ る パト ロ ール活動

巡回連絡活動 交番相談員の活動（イ メ ージ）

日夜活動するパト カ ー
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３ 　 １ １ ０ 番通報への迅速的確な対応

　 県警察では、 最新の通信指令シス テムを 整備し 、 110番通報に対し て迅速、 的確な対応に努め

ていま す。

　 聴覚障害者等、 音声によ る11０番通報が困難

な方は、 スマート フ ォ ン 等を 利用し て、 文字

や画像で11０番通報ができ ます。

○「 11０番アプリ システム」　

　 　「 1 1 0 番アプリ 」 で検索

○「 メ ール1 1 0 番」　

　 　 http ://sa itam a1 1 0 .j p /

○「 Ｆ Ａ Ｘ 1 1 0 番」　

　 　 0 1 2 0 -2 6 4 -1 1 0

《 見せる・ 知ら せるパト ロール》

　 県警察では、 県民の安全・ 安心を 確保

する ため、 県内各地において パト カ ーな

ど の警察車両の拡声器を 活用し 、 登下校

時の警戒パト ロ ール、 特殊詐欺等の犯罪

被害や交通事故を 防止する 広報啓発活動

を 行っ ています。

１ １ ０ 番通報の推移 事案別有効受理件数（令和６ 年中）

1 1 0 番通報の受理状況

626,625626,625

有効受理

525,099
539,469539,469

575,053575,053
608,089

468,530

375,200375,200
394,087394,087

420,548
448,954

71.5%

73.1% 73.1%

73.8%

74.8%

70.0

72.0

74.0

76.0

77.0

(％)(件)

75.0

73.0

71.0

69.0300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

700,000

650,000

600,000

R2 R3 R4 R5 R6

携帯電話 携帯電話の通報割合

交通事件事故
154,468件154,468件
（24.7%）（24.7%）

各種情報
118,467 件
（18.9%）

要望・苦情
86,222件
（13.8%）

その他
33,092件
（5.3%）

続報
67,387件(10.8%)

交通法令違反
41,802件(6.7%)

38,278件(6.1%)

災害 5,229件（0.8%）

各種照会

36,516件(5.8%)
けんか

14,850件(2.4%)窃盗

10,798件(1.7%)保護

10,284件(1.6%)刑事事件

9,232件(1.5%)酔払い

1 1 0 番アプリ

メ ール1 1 0 番
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４ 　 鉄道利用者の安全と 安心の確保

　 鉄道警察隊は、 Ｊ Ｒ 大宮駅を拠点と し 、 県内各鉄道路線の列車内、 駅等の鉄道施設における 警

戒警ら 活動や、 痴漢犯罪及び窃盗( すり 、 置引き ) などの各種犯罪の予防、 検挙活動を行っている

ほか、 鉄道事業者等と 連携し 、 協働によ る 痴漢犯罪防止啓発活動や事件事故発生時の対応訓練を

実施する など 、 鉄道利用者の安全・ 安心の確保に向けた活動を行っていま す。

　 ま た、「 痴漢被害相談所」 を設置し て、 被害者等から の各種相談にも 応じ ていま す。

５ 　 水難の防止

　 県警察では、 ラ フ ティ ングボート 等によ る 水上パト ロ ール、 危険水域や水難多発場所での水難

防止キャ ンペーン、 関係機関と 連携し た広報や看板設置によ る 安全対策等を実施し ていま す。

《 痴漢犯罪防止啓発動画》

　 痴漢被害に遭っ た場合の対応や相談、 通報要領等

に関する 動画を 作成し 、 Yo u Tu b e （埼玉県警察公

式チャ ンネル）で配信し ています。

ラ フ ティ ン グボート によ る 水難救助訓練

駅でのパト ロ ールの状況痴漢犯罪防止キャ ン ペーン

水難発生状況の推移

11
17

24

33

10

1313

2424

3535

1010

0

10

20

30

40

（件/人）

件数 人数

1818

R2 R3 R4 R5 R6

　 水難は７ 月から ８ 月の夏期に多発し ています。 （過去５ 年間の傾向）

　【 水難の特徴】

　 ○発生場所は、 河川が多い。 　  ○水遊びや遊泳・ 水泳中の発生が多い。

　 ○年代別では、 1０代の発生が多い。  ○親が子供から 目を 離すと 溺れやすい。

　 ○飲酒し て遊泳すると 溺れやすい。 　

　 ※危険な場所では遊泳し ないよう にし まし ょ う 。 　

ha ve  co u ra ge
～小さ な勇気は大き な安心と なる ～

てっ けい
まなびタ イ ム
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　 主な山岳遭難の原因と し て、　

　 ○　 軽装備　 ○　 計画の不備　 ○　 技術・ 知識不足　 ○　 体力不足

等が挙げら れます。

　 登山を する際は、 体力、 技術等に見合っ た山を 選び、 季節に応じ た

装備を準備するなど、 無理のない登山計画を 立て、 事前に登山届を 提

出し まし ょ う 。

　 県警察では山岳遭難防止に関する 情報等を Ｘ （旧T w i t t e r ）で発

信し ています。

６ 　 山岳遭難の防止

　 県警察では、 山岳救助隊を中心に、 山岳パト ロ ール、 安全登山講話、 関係機関と 連携し た山岳

遭難防止キャ ンペーン活動等を通じ 、 遭難防止対策を推進し ていま す。

　 ま た、 民間企業と 山岳遭難救助活動等に関する 連携協定を締結する など し て、 官民連携によ る

迅速かつ効果的な捜索救助活動を推進し ていま す。

X

山岳遭難防止啓発活動山岳遭難救助（雪山）訓練

山岳遭難発生状況の推移
態様別山岳遭難発生件数

（令和６ 年中）
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120

件数 人数

（件 /人）

R2 R3 R4 R5 R6

滑落滑落
17件

(23.3%)
17件

(23.3%)

転倒転倒
18件

(24.7%)
18件

(24.7%)

道迷い道迷い
15件

(20.5%)
15件

(20.5%)

発病発病
8件

(11.0%)
8件

(11.0%)

5件 (6.8%)5件 (6.8%)

疲労疲労

4件 (5.5%)4件 (5.5%)

転落転落

その他 6件(8.2%)
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《 令和6 年中の主な検挙》

●　 匿名・ 流動型犯罪グループによ る 一都三県に及ぶ広域強盗等事件

( 捜査第一課、 大宮西署、 所沢署)

●　 上尾・ 久喜警察署管内における 連続放火事件 ( 捜査第一課、 蕨署)

●　 川口市幸町地内拳銃使用タ ク シー強盗殺人未遂事件 ( 捜査第一課、 浦和東署)

●　 川口市朝日６ 丁目地内外国人男性殺人事件 ( 捜査第一課、 川口署)

8 凶悪・ 重要事犯の検挙

１ 　 凶悪・ 重要事件の認知・ 検挙状況

⑴　 重要犯罪（殺人、 強盗、 放火、 不同意性交等、 略取誘拐・ 人身売買、 不同意わいせつの６ 罪種）

　 県民の体感治安を悪化さ せる 重要犯罪については、 殺人など の重大事件に発展する 前に、 初動

捜査を徹底し て、 迅速かつ的確な捜査を図っていま す。

　 中でも 性犯罪については、 事件主管課等がこ れま で以上に連携し て、 事件分析の強化と 分析結

果に基づき 迅速かつ的確な捜査を図っていま す。

0

20

40

60

80

100
（％）（件/人）

0

400

800

1,200

認知件数 検挙率検挙件数 検挙人員

R2 R3 R4 R5 R6

認知件数 629 657 667 1, 084 1, 147

検挙件数 603 645 651 862 1, 047

検挙人員 501 567 572 739 852

検挙率 95. 9% 98. 2% 97. 6% 79. 5% 91. 3%

重要犯罪の推移

区分
重要犯罪

合計 殺人 強盗 放火
不同意

性交等

略取誘拐

人身売買

不同意

わいせつ

認知件数 1, 147 62 103 50 218 35 679

検挙件数 1, 047 58 108 49 206 33 593

検挙人員 852 55 166 32 176 43 380

検挙率 91. 3% 93. 5% 104. 9% 98. 0% 94. 5% 94. 3% 87. 3%

罪種別内訳（令和６ 年中）

現場における鑑識活動の状況（イ メ ージ）
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⑵　 重要窃盗犯（侵入窃盗、 自動車盗、 ひっ たく り 、 すり の４ 罪種）

　 県民の平穏な生活を 著し く 害する 重要窃盗犯については、「 乗り 物盗の検挙対策」、「 侵入窃盗

犯の検挙対策」、「 組織窃盗犯の検挙対策」、「 連続街頭窃盗犯の検挙対策」 を推進し 、 被害の拡大

防止を図っていま す。

２ 　 捜査活動の強化

　 県民の期待と 信頼に応える 力強い警察を目指すため、 捜査支援・ 通訳センタ ーと 事件主管課等

が連携し た迅速・ 的確な初動捜査活動を推進し 、 早期事件解決に向けた事件分析力の強化に努め

ていま す。

　 ま た、 重大事件を想定し た実戦的訓練を継続的に実施し 、 個々の捜査員の能力向上及び連携の

強化を図っており ま す。

《 令和6 年中の主な検挙》

●　 学校、 太陽光発電施設等を対象と し た金属窃盗事件

　 　 ( 捜査第三課、 岩槻署、 鴻巣署、 羽生署合同) 　

●　 自動車販売店を対象と し た自動車盗事件

( 捜査第三課、 上尾署、 草加署、 鴻巣署、 春日部署、 越谷署合同)

押収し た電線ケーブル重要窃盗犯の推移

捜査資器材の充実によ る事件分析の強化 犯人の制圧訓練の状況

4,845 4,845 
4,268 4,268 

3,579 3,579 
3,815 3,815 

5,009 5,009 

2,4822,482
2,9342,934

2,7362,736
2,4222,422 2,5622,562

383383375375 310310 354354 438438

68.7 68.7 
76.4 

63.5 

51.1 51.2 
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(件/人) （％）

認知件数 検挙率検挙件数 検挙人員
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《 令和6 年中の主な検挙》

●　 公益社団法人日本Ｐ Ｔ Ａ 全国協議会元参与によ る 背任事件

( 捜査第二課、 大宮署、 浦和署、 岩槻署) 　

●　 第50回衆議院議員選挙における 公職選挙法違反事件 ( 捜査第二課、 大宮西署、 幸手署)

●　 社会福祉法人理事長ら によ る 社会福祉法違反( 贈収賄) 事件

( 捜査第二課、 西入間署、 飯能署)

9 知能犯罪の発生と 検挙

１ 　 知能犯罪の認知・ 検挙状況

　 県民の財産、 社会基盤等を害する 詐欺、 横領、 通貨偽造等の知能犯罪の取締り 、 早期検挙を推

進し ていま す。

２ 　 政治・ 行政・ 経済を めぐ る不正の取締り

　 政治・ 行政・ 経済をめぐ る 不正に対し 、 端緒情報の把握に努め、 様々な刑罰法令を適用する な

どし て、 事案の解明を進めていま す。

　 各種選挙に際し ては選挙の公正を著し く 害する 悪質な違反に指向し た取締り を行っていま す。

詐欺
915件

（87.7%）

横領
64件

（6.1%）

偽造
63件

（6.0%）

その他
1件

（0.1%）

知能犯罪の推移

罪種別検挙人員（令和６ 年中）

罪種別認知（令和６ 年中）

罪種別検挙件数（令和６ 年中）
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0

100

200

300

400

500

600

700

詐欺
469人

（86.4%）

横領
47人

（8.7%）

偽造
26人

（4.8%）
その他

1人
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⓾ 科学捜査の推進

１ 　 Ｄ Ｎ Ａ 型鑑定　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２ 　 ポリ グラ フ 検査

　 Ｄ Ｎ Ａ 型鑑定は、 565京
けい

人に１ 人と いう 確率で個人識別を行う こ と が可能です。

　 ま た、 ポリ グラ フ検査は、 生理反応の変化を測定し 、 容疑者が事件の詳細事実を認識し ている

かど う かを判断する も のです。

３ 　 物理（工学）鑑定　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４ 　 微細証拠物件鑑定

　 物理( 工学) 鑑定は、 施設での再現実験のほか、 犯罪現場に臨場する など 、 犯罪の立証に努めて

いま す。

　 ま た、 微細証拠物件の鑑定は、 犯人と 犯行現場、 犯人と 被害者を結び付ける 重要な役割を果た

し ていま す。

　 科学捜査研究所では、 犯罪の悪質・ 巧妙化等に対応する ため、 鑑定・ 検査業務を推進し ており 、

科学の目で県民の期待に応える 力強い警察の確立を図っていま す。

Ｄ Ｎ Ａ 型鑑定（イ メ ージ）

火災再現実験

ポリ グラ フ 検査（イ メ ージ）

微細証拠物件鑑定（イ メ ージ）
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犯罪組織の壊滅

1 　 暴力団対策

　 暴力団は、 特殊詐欺をはじ め、 多種多様な資金獲得活動を行っている 状況にある こ と から 、 県

警察では、 社会経済情勢の変化にも 留意し つつ、 暴力団犯罪の取締り 、 暴力団対策法の効果的運

用及び暴力団排除活動を推進し ていま す。

⑴　 暴力団情勢（概数）

⑵　 暴力団犯罪の取締り

《 令和６ 年中の主な検挙》

●　 稲川会傘下組織幹部ら によ る 殺人事件 ( 組織犯罪対策第一課、 本庄署)

●　 住吉会傘下組織代表者ら によ る 銃砲刀剣類所持等取締法違反( 組織的拳銃等加重所持) 及び火薬

取締法違反( 火薬類の所持) 事件 ( 組織犯罪対策第一課、 川口署)

●　 住吉会傘下組織構成員及び匿名・ 流動型犯罪グループによ る 詐欺及び宅地建物取引業法違反事件

( 組織犯罪対策第一課、 川口署)
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暴力団員等の検挙人員の推移 罪種別検挙人員比(令和６ 年中)

※　 暴力団勢力数は概数で示し ており 、 合計数は一致し ないこ と がある 。
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みかじめ・
用心棒
67件

（48.2%）

不当贈与
要求
21件

（15.1%）

加入強要
脱退妨害

21件
（15.1%）

現場立会
助勢
13件
（9.4%）

その他
17件

（12.2%）
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⑶　 匿名・ 流動型犯罪グループの取締り

　 近年、 Ｓ Ｎ Ｓ を通じ る などし た緩やかな結び付き で離合集散を繰り 返すなど、 そのつながり が

流動的であり 、 匿名性の高い通信手段等を活用する など し て広域的に特殊詐欺や強盗等を敢行す

る 集団がみら れ、 治安対策上の脅威と なっている こ と から 、 警察では、 こ のよ う な集団を「 匿名・

流動型犯罪グループ」 と 位置付け、 実態解明及び取締り を強化し ていま す。

⑷　 暴力団排除対策

　 企業や行政機関等を対象と し た暴力団排除講習、 暴力団対策法に基づく 不当要求防止責任者講

習、 暴力団排除組織設立への支援のほか、 公益財団法人埼玉県暴力追放・ 薬物乱用防止センタ ー、

埼玉弁護士会民事介入暴力対策委員会等の関係機関と 連携し た各種啓発活動を行う など 暴力団排

除活動を推進し ていま す。

⑸　 保護対策

　 暴力団によ る 犯罪等の被害者、 暴力団から の

脱退希望者、 暴力団排除活動に取り 組んでいる

地域住民の方々等の安全確保に組織を挙げて対

応し ていま す。

不当要求防止責任者講習 暴力団排除キャ ンペーン

暴力追放・ 薬物乱用防止埼玉県民大会 「 Yo uTub e」 を活用し た啓発活動

身辺警戒員訓練の実施状況
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2 　 薬物・ 銃器対策

⑴　 薬物事犯の取締り

　 覚醒剤事犯の検挙人員は、 こ こ 数年増加傾向にあり 、 大麻事犯の検挙人員は20歳代以下の若年

層を中心に高水準で推移し ていま す。

　 薬物事犯は治安の根幹に関わる 重大な課題であり 、 薬物の密輸・ 密売組織の摘発、 大麻栽培施

設の摘発等の供給源の根絶と 薬物乱用者の徹底検挙を図る と と も に、 薬物乱用の根絶に向けた広

報啓発活動や薬物乱用防止教育を推進し ていま す。

⑵　 銃器事犯の取締り

　 暴力団が組織的に管理する 拳銃の摘発のほか、 拳銃の密輸、 密売及び密造の摘発を重点と し た

取締り や銃器犯罪根絶のための広報啓発活動を推進し ていま す。
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摘発し た大麻プラ ント薬物別検挙人員の推移
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押収し た拳銃発砲件数・ 拳銃押収状況の推移

《 令和６ 年中の主な検挙》

●　 拳銃加重所持、 覚醒剤等営利目的所持事件( 自動装てん式拳銃２ 丁、 拳銃実包14個、 覚醒剤約

115グラ ム、 乾燥大麻約105グラ ム、 覚醒剤原料約34グラ ム、 末端価格合計約766万円を押収)

( 組織犯罪対策第一課、 浦和東署)

●　 ベト ナム人ら によ る 組織的な営利目的大麻栽培事件( 大麻草約2, 000本、 末端価格合計５ 億円を

押収) ( 組織犯罪対策第一課、 川越署、 加須署、 神奈川県警、 茨城県警)

●　 暴力団幹部ら によ る 組織的麻薬営利目的密輸入等事件( コ カイ ン約147グラ ム、 大麻約57グラ ム、

覚醒剤約3 グラ ム、 ケタ ミ ン約73グラ ム、 末端価格合計約563万円を押収)

( 組織犯罪対策第一課、 大宮署)
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3 　 国際犯罪組織対策

⑴　 外国人犯罪の取締り

　 外国人犯罪の検挙人員は、 過去５ 年の数値をみる と 、 1, 000人を超える 水準で推移し ていま す。

　 国籍別では、 ベト ナムと 中国で全体の約６ 割を占め、 刑法犯の罪種別では窃盗犯が全体の約４

割、 特別法犯の罪種別では入管法違反が全体の約８ 割を占めていま す。

　 外国人犯罪に対し ては、 不良外国人グループによ る 組織的詐欺等事件、 身の代金目的略取・ 監

禁等事件、 在留カード 偽造事件、 不法就労事件等の取締り を推進する と と も に、 犯罪行為を支援

し ている 人的又は資金的なネッ ト ワ ーク 等の犯罪イ ンフ ラ の取締り を強化し ていま す。

⑵　 不法滞在者対策

　 令和６ 年中、 来日外国人に係る 入管法違反検挙人員は366人で、 過去５ 年で最多と なった令和

元年以降、 3 年連続で減少し ていま し たが、 令和５ 年は増加に転じ 、 本年はほぼ横ばいでし た。

県警察では、 今後も 関係機関・ 団体と 連携を図り ながら 、 不法滞在者の摘発を推進する と と も に、

不法就労や在留カード 偽変造関連事犯等の不法滞在を助長する 犯罪の取締り を強化し ま す。

入管法違反国籍別検挙状況（令和６ 年中）

（注）数値は来日外国人

の送致及び出入国
在留管理庁への引

き 渡し を含む

外国人検挙人員の推移

罪種別刑法犯検挙人員(令和６ 年中)

※出入国在留管理庁

　 への引渡し は含まない。

罪種別特別法犯検挙人員(令和６ 年中)
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フィリピン66人
(5.9%)

タイ65人
(5.8%)

トルコ51人
(4.5%)

韓国51人
(4.5%)

ベトナム
398人
(35.4%)

中国
225人
(20.0%)

その他
269人
(23.9%)

窃盗犯
244人
(38.1%)

粗暴犯
166人
(25.9%)

知能犯
43人
(6.7%)

風俗犯
38人
(5.9%)

凶悪犯
29人
(4.5%)

その他
121人
(18.9%)

入管法違反
368人※
(76.0%)

大麻取締法違反
22人(4.5%）

覚醒剤取締法違反
 16人(3.3%)

軽犯罪法違反
16人(3.3%)

廃棄物処理法違反
16人(3.3%)

その他 
46人(9.5%)
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256

368
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366

R6

ベトナム
211人

（57.7%）
タイ
52人

（14.2%）

中国
35人

（9.6%）

インドネシア
16人

（4.4%）

フィリピン
13人

（3.6%） その他
39人

（10.7%）

入管法違反検挙状況の推移

《 令和６ 年中の主な検挙》

●　 中国人ら によ る たばこ 対象の電子計算機使用詐欺等事件 ( 組織犯罪対策第二課、 浦和署)

●　 中国人によ る 郵便物対象の偽造有印公文書行使・ 詐欺事件 ( 組織犯罪対策第二課、 上尾署)

●　 ベト ナム人によ る 貸金業法違反、 出資法違反等事件 ( 組織犯罪対策第二課、 川越署)

●　 ベト ナム人等を顧客と する 銀行法違反等事件 ( 組織犯罪対策第二課、 西入間署)
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⑶　 在留外国人の安全の確保に向けた総合対策

　 埼玉県における 在留外国人の人口は、 24万9, 327人( 令和６ 年６ 月末・ 法務省統計) で、 全国で

５ 番目に多く 、 今後、 在留外国人人口は一層増加し ていく こ と が予想さ れま す。

　 県警察では、 外国人コ ミ ュ ニティ を中心と し て、 関係行政機関、 住民団体、 企業等と 協調し な

がら 、 在留外国人の実態を踏ま えた各種警察活動を的確に行う こ と によ り 、 在留外国人に係る 犯

罪被害の防止、 外国人コ ミ ュ ニティ への犯罪組織等の浸透の防止を図る ための在留外国人の安全

の確保に向けた総合対策を推進し ていま す。

（人）

212,624 

234,698 

249,327 

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

R2 R3 R4 R5 R6.6

197,110 198,235 

中国

81,800人

(32.8%)

ベトナム

44,300人
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24,658人(9.9%)

韓国

15,621人(6.3%)
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14,066人(5.6%)

インドネシア

9,150人(3.7%)

ブラジル

7,415人(3.0%) 

その他

52,317人

(21.0%)

　 地域住民ら と の合同パト ロール防犯講話の実施状況

在留外国人人口の推移（埼玉県） 在留外国人人口の国籍別割合（埼玉県）

イ ンタ ーネッ ト を通じ た在留外国人の犯罪被害防止

《 Faceb o o kにおける広報啓発活動》

　 県警察では、 Ｓ Ｎ Ｓ に起因する 在留外国人の犯罪被害防止のた

めの取組と し て、 在留外国人の方が巻き 込まれやすい犯罪の予防

情報の発信やイ ン タ ーネッ ト の掲示板に氾濫する 犯罪関連情報に

対する警告活動を実施し ています。

公式アカ ウント 　 ht t p: //www. f acebook. com/sppsot ai ni ka
Facebook

－ 37 －
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交通事故の防止

1 　 交通事故の推移

2 　 交通死亡事故の特徴（年齢層別、 状態別、 道路形状別）

3 　 交通事故防止対策の推進

⑴　 交通事故分析システムの活用

　 交通事故分析シス テムは、 県内で発生し た

交通事故情報をＧ Ｉ Ｓ ( 地理情報シス テム) 上

で多角的に分析する こ と ができ る シス テムで

す。 警察本部及び警察署の担当者が、 地域ご

と の交通事故発生状況を分析し 、 交通取締り

や街頭啓発活動を行う 地域や時間帯を、 根拠

に基づいて決定する こ と で、 一層効果的な交

通事故防止活動を推進し ていま す。

年齢層別(令和６ 年中) 状態別(令和６ 年中) 道路形状別(令和６ 年中)
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令和６年中

人身事故件数 15,831件

死者数 113人
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※　 昭和39年までの件数は物件事故を含む。
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1～15歳
3人(2. 7%)
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19人
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－ 38 －



⑵　 広報・ 啓発活動の推進　

　 各季の交通安全運動期間や交通事故の発生

状況等を 捉えて、 県警察ホ ーム ページやＳ Ｎ

Ｓ 、 街頭啓発活動を 通じ 、 県内の交通事故発

生状況や交通事故防止に関する 情報の発信、

交通ルールの周知を 行い、 県民の交通安全意

識の普及、 高揚を図っていま す。

⑶　 交通安全教育の実施　

　 ルールやマナーが交通の秩序を 維持し 、 交

通事故を 防止する ために果たす役割を 県民が

理解し 、 遵守、 実践でき る よ う 、 年齢層や歩

行者、 自転車、 二輪車、 自動車と いっ た交通

手段に応じ た参加・ 体験・ 実践型の交通安全

教育を推進し ていま す。

⑷　 悪質で危険性の高い交通違反に対する交通指導取締り

　 交通指導取締り は、 交通事故の発生状況を

分析し 、 飲酒運転等の悪質で危険性の高い違

反や、 交通事故の危険性が極めて高い交差点

関連違反( 信号無視、歩行者妨害、一時不停止) 、

地域住民から の交通違反取締り 要望等に重点

を置いて推進し ていま す。

⑸　 緻密な交通事故事件捜査及び暴走族対策の推進

　 死亡・ 重傷事故を はじ め、 悪質なひき 逃げ

事件等においては、 防犯カ メ ラ 、 ド ラ イ ブレ

コ ーダー映像の収集、 交通事故の鑑定と いっ

た綿密な捜査を一層強化し ていま す。

　 ま た、 近年小規模化の傾向にあ る も のの散

発的な集合を 繰り 返し ている 暴走族、 山岳道

路で違法競走を 行う グ ループ等の検挙活動を

積極的に行い、 危険性、 迷惑性の高い運転行

為の防止を図っていま す。

交通部白バイ 部隊出陣式

こ ども 自転車運転免許制度の実施

飲酒運転取締り

交通鑑識活動状況
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4 　 県民生活に適応し た交通環境の整備

　 交通実態に即し た交通安全施設等の整備を効果的かつ効率的に推進し 、 交通事故の防止及び交

通の円滑化に取り 組んでいま す。 特に、 通学路及び生活道路における 歩行者及び自転車の安全な

通行空間を確保する ため、 最高速度30キロ メ ート ル毎時の区域規制と 車両の通行部分の幅員を狭

める 「 狭さ く 」 や路面に凸部を設ける 「 ハンプ」 等の物理的デバイ ス を組み合わせた「 ゾーン30

プラ ス 」 の整備を推進し ていま す。

5 　 運転者対策の推進

　 公安委員会が行う 認知機能検査にタ ブレ ッ ト 端末を導入し 、 認知機能検査等を円滑に推進し て

いる ほか、 令和６ 年５ 月27日には、 高齢者講習等における 全国初の専用施設と なる 岩槻高齢者講

習センタ ーを開所し 、 高齢者講習等の更なる 受け入れ体制の整備を行いま し た。

　 ま た、 運転免許センタ ー及び岩槻高齢者講習センタ ー内の「 安全運転相談室」 では、 病気や身

体に障害のある 方やそのご家族等に対し 、 運転免許取得や安全に運転を継続する ための相談を受

けたり 、 適性検査を実施し ていま す。

ゾーン30プラ スの整備状況

高齢者講習の実施

通学路における信号機の整備

安全運転相談

シルバー・ サポータ ー制度パンフ レ ッ ト 等

　 県警察では、 高齢運転者の交通事故防止対策の一環

と し て、 運転に不安を 覚える 高齢者に対し て、 自主返

納し やすい環境を 整備する 観点から、 多く の協賛事業

所のご協力の下、 日常生活における支援（タ ク シー運賃

の割引等）を 提供するシルバー・ サポータ ー制度を 実施

し ています。
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テロ対策等の推進

1 　 テロ対策の推進

　 テロ 対策は、 行政機関、 民間事業者、 地域住民等と の緊密な連携が重要です。 県警察では、 爆

発物の原料と なり 得る 化学物質販売事業者、 ホテル等の宿泊施設、 イ ンタ ーネッ ト カフ ェ 、 レ ン

タ カー等テロ リ ス ト に利用さ れる 可能性がある 事業者に対し て、 購入者・ 利用者の本人確認の徹

底、 不審情報入手時の通報等を要請する など、 官民一体と なったテロ 対策を推進し ていま す。

2 　 経済安全保障に関する取組

　 我が国には、 規模の大小を問わず、 様々な産業分野において、 先端技術に関する 情報を保有す

る 企業が数多く 存在し ま す。 こ れら の企業が保有する 技術情報等の中には、 軍事用途に転用可能

なも のも あり ま す。

　 こ う し た技術情報等が国外に流出し た場合、 企業や研究機関の国際競争力が低下する だけでな

く 、 我が国の安全保障上重大な悪影響が生じ かねま せん。

　 県警察では、 捜査等を通じ て把握し た外国から の働き 掛けの手口や、 それに対する 有効な対策

を、 技術情報等を取り 扱う 企業や研究機関に情報提供する アウ ト リ ーチ活動を推進し ていま す。

3 　 拉致問題への対応

　 県警察では、北朝鮮によ る 拉致容疑事案及び拉致の可能性を排除でき ない行方不明者に関し て、

警察庁及び都道府県警察と 連携し ながら 所要の捜査・ 調査を継続し ており 、 県警ホームページに

家族の同意が得ら れた行方不明者の情報を掲載し て情報提供を呼び掛けていま す。

4 　 オウム真理教対策の推進

　 オウ ム 真理教は、 麻原彰晃こ と 松本智津夫への絶対的帰依を強調する 「 A leph( アレ フ ) ｣ をは

じ めと する 主流派と 、 松本の影響力がないかのよ う に装う 「 ひかり の輪」 を名乗る 上祐派が活動

し ていま す。

　 平成30年７ 月、 松本を はじ め、 教団によ る 一連の事件で死刑が

確定し ていた13人全員の死刑が執行さ れま し たが、 教団は、 依然

と し て松本及び同人の説く 教義を存立の基盤と する など 、 無差別

大量殺人行為に及ぶ危険性があり 、 その本質に変化がないと 認め

ら れま す。

オウム真理教の拠点施設

　 県内では、 主流派の拠点施設と し て全国最多の７ か所

を 把握し ています。 県警察では、 地域住民の安全・ 安心

を 確保する ため、 教団施設周辺のパト ロ ール等の警戒警

備活動を 実施する と と も に、 教団の実態解明に努め組織

的違法行為に対する厳正な取締り を 推進し ています。
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5 　 極左暴力集団対策の推進

　 極左暴力集団は、 共産主義革命を目指し て、 私たちの社会を暴力で破壊転覆し よ う と 企ててい

る 集団であり 、 一般市民を装いつつマンショ ンやアパート を借り 、 爆発物の製造等の違法行為を

行っていま す。 県警察では、「 テロ 、 ゲリ ラ 」 の未然防止のために、 極左暴力集団のアジト 発見

に向け、 ホーム ページやデジタ ルサイ ネージを 利用し た広報活動によ り 情報提供を 求める など 、

県民の理解と 協力を得ながら 、 極左暴力集団に対する 取締り を推進し ていま す。

　 ま た、 令和６ 年中には、 全国で活動家14人を検挙し ていま す。

　 なお、 県警察では、 令和６ 年中、 革マル派活動家１ 人を検挙し ていま す。

６ 　 右翼対策等の推進

　 右翼は、 領土問題、 歴史認識問題等を捉え、 活発な街頭宣伝活動等に取り 組んでいま す。

　 ま た、 極端な民族主義・ 排外主義的主張に基づき 活動する 右派系市民グループは、 我が国と 韓

国、 北朝鮮間にある 問題のほか、 移民受入れに反対する デモ等に取り 組んでいま す。

７ 　 ローン・ オフ ェ ンダー等の脅威と 対策

　 近年、特定のテロ 組織等と 関わり のないま ま に過激化し た個人、いわゆる ロ ーン・ オフ ェ ンダー

が新たな脅威と なっていま す。

　 ま た、 社会一般に対する 恨み、 不満を背景と し て不特定多数の者に対し て危害を加える 事件が

繰り 返し 発生し ており 、 こ れら の事件を引き 起こ す蓋然性がある と 認めら れる 者に対する 対策の

強化も 急務と なっていま す。

　 警察では、ロ ーン・ オフ ェ ンダー等によ る 違法行為を未然に防止する ため、現実空間と イ ンタ ー

ネッ ト 空間の両面における 情報収集・ 分析活動を強化し ていま す。

右翼の街頭宣伝活動 右派系市民グループのデモ

　 県警察では、 右翼等によ るテロ 等重大事案の未然防止に努めると と も に、 違法行

為に対し て徹底し た取締り を 行い、 令和６ 年中、 政治団体構成員によ る銃砲刀剣類

所持等取締法違反被疑事件等、 22件22人を 検挙し まし た。
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災害への的確な対処

1 　 災害対策

　 地震や大雨等の災害に的確に対処する ため、 近隣都県警察と 連携し た訓練を行う ほか、 平素か

ら 災害対処訓練や教養を実施し 、 災害対処能力の向上に努めていま す。 ま た、 自治体等が主催す

る 訓練や会議にも 参加し 、 防災関係機関と の連携を図っていま す。

2 　 大規模災害への対処

　 令和６ 年１ 月１ 日、 石川県を震源と する 令和６ 年能登半島地震が発生し 、 発災当日から 埼玉県

警察災害派遣隊等の各部隊延べ約6, 800人を派遣し 、 被災者の救出救助活動等を行いま し た。

　 ま た、 県内では、 令和６ 年７ 月、 西部から 南部にかけて発生し た突風の影響によ り 、 重傷者を

含む人的被害や住家被害等が発生し ま し た。 県警察では、 早期に警察官を現場に向かわせ、 交通

規制を行う など 被害拡大防止に当たり ま し た。

埼玉県警察災害派遣隊（石川県輪島市） 突風の影響による住家被害（富士見市）

水害対応訓練
（令和６ 年5 月・ 坂戸市）

関東管区広域緊急援助隊大隊別訓練
（令和６ 年７ 月・ 長瀞町）

警察用航空機による夜間場外離着陸訓練
（令和６ 年６ 月・ さ いたま市）

九都県市合同防災訓練・ 埼玉県会場
（令和６ 年10月・ 日高市）
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警備実施

1 　 警衛・ 警護

　 令和６ 年中、 県警察では皇族方の御来県に伴

う 警衛を 実施し 、 御対象の身辺の安全を確保し

ま し た。

　 ま た、 第50回衆議院議員総選挙をはじ め、 多

数の警護を実施し 、 要人の安全確保を行いま し

た。

　 県警察では、 こ う し た警衛警護を的確に実施

する ため、 日々実践的な訓練を行っていま す。

2 　 機動隊の活動

　 機動隊は、 重要施設の警戒やデモ警備等の治

安警備を はじ め、 爆発物容疑事案、 災害発生時

の救出救助活動、 祭礼等における 雑踏警備に対

処する 活動を行っていま す。

　 実際の現場を想定し た実践的な各種教養・ 訓

練を行い、即応部隊と し て発生し た事態に迅速・

的確に対応し ていま す。

3 　 航空隊の活動

　 県警察では、 航空隊に3 機のヘリ コ プタ ーを

配備し 、 災害発生時の情報収集や救助活動をは

じ め、 路上強盗やひったく り 等の街頭犯罪の警

戒、 特殊詐欺等の抑止活動、 救難救助、 交通取

締り 等、 多岐にわたる 活動を行っていま す。

　 ヘリ コ プタ ーの機動力を 最大限に発揮し て、

広域化、 ス ピ ード 化する 犯罪等に迅速に対応し

ていま す。

4 　 雑踏事故の防止

　 各種祭礼行事、 イ ベント 、 プロ ス ポーツ のほ

か、競輪、競馬等の公営競技が開催さ れる 際は、

情勢等に応じ て警察部隊を派遣し て、 雑踏事故

及び雑踏に乗じ て敢行さ れる テロ 等違法行為の

未然防止に努めていま す。

実践的警護訓練

治安警備実施訓練

救助訓練中のヘリ コ プタ ー

雑踏警備
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犯罪被害者の支援

1 　 犯罪被害者支援

　 県警察では、 犯罪被害者等が、 社会の中で再び平穏な生活を営むこ と ができ る よ う 、 精神的・

経済的な支援を行う など 、 犯罪被害者等の視点に立った取組を行っていま す。

　 具体的には、 被害者やご遺族等に対し 、 捜査状況等の連絡を行う 被害者連絡、 捜査に必要な診

断書料や初診料等の公費負担、 臨床心理士によ る カウ ンセリ ング等、 一人一人に寄り 添ったき め

細かな支援活動を行っていま す。 ま た、 本県では、 性犯罪・ 性暴力等被害者を含め、 被害者やご

遺族等が必要と する 様々な支援を 一か所で総合的に行える ワ ン ス ト ッ プサービ ス を 提供する た

め、 県、 県警察及び公益社団法人埼玉犯罪被害者援助セン タ ーの3 者が武蔵浦和合同庁舎( ラ ム

ザタ ワ ー3 階) のワ ンフ ロ アで一体と なって、「 彩の国犯罪被害者ワ ンス ト ッ プ支援センタ ー」 の

名称で犯罪被害者等のニーズに的確に応じ た支援を行っていま す。

2 　 広報啓発活動

　 犯罪被害者等が受けた痛み、 命の大切さ 、 支援の必要性等への理解を深め、 犯罪被害者支援の

気運の醸成を一層図る ため、 県内ス ポーツ チームである 「 浦和レ ッ ド ダイ ヤモンズ」 や「 埼玉パ

ナソ ニッ ク ワ イ ルド ナイ ツ」 と の共同事業によ る 、 同チームホームゲームへの犯罪被害者等の招

待や犯罪被害者支援周知のため著名人等を 起用し たイ ベン ト 「 犯罪被害者支援県民のつど い

-2024-」 の開催など、 関係機関・ 団体と 連携し た各種広報啓発活動を行っていま す。

県内スポーツチームと の共同事業 犯罪被害者支援県民のつどい-2024-

カ ウンセリ ング（イ メ ージ） 彩の国犯罪被害者ワンスト ッ プ支援センタ ー
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1 　 採用時における教育・ 訓練

　 警察官に採用さ れる と 、 警察官に必要と さ れる 基礎的な知識・ 技能を警察学校で学び、 卒業後

は、 警察署に配置さ れ、 交番等における 勤務を通じ た実習を行いま す。 その後、 警察学校に再入

校し 、 よ り 実践的な教育・ 訓練を受けま す。 卒業後、 再び勤務を通じ て実務を経験し 、 適正に職

務執行でき る 能力を修得し ま す。

2 　 職場における教育・ 訓練

　 警察署等では、 警察官と し ての実務能力向上及び職務倫理の保持を目的と し た教育を実施し て

いま す。 ま た、 あら ゆる 事案に対処し 、 力強い警察活動を推進する ため、 逮捕術、 拳銃操法等の

術科訓練や現場を想定し た実践的な訓練を行っていま す。

3 　 昇任時及び専門分野の教育・ 訓練

　 県警察学校の他、 管区警察学校、 警察大学校において、 職員の幹部昇任時における 必要な知識、

技能の修得、 捜査指揮全般に係わる 想定訓練、 各部門の実務に直結し た捜査手法等、 それぞれの

職責を果たす上で必要な教育・ 訓練を計画的に行っていま す。

Ⅲ　 警察官の教育・ 訓練

交番における犯人制圧訓練

点検 座学 術科（剣道）

屋外における犯人制圧訓練
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1 　 防犯指導班「 ひまわり 」

　 防犯指導班「 ひま わり 」 は、 幼稚( 保育) 園

や地域での会合、 大学等において、 人形劇や

寸劇を織り 交ぜながら 、 犯罪から 身を守る た

めの防犯指導を行っていま す。

　 ま た、 防犯対策動画を

YouTube( 埼玉県警察公式

チャ ン ネル) に配信し て い

ま す。

2 　 非行防止指導班「 あおぞら 」

　 非行防止指導班「 あおぞら 」 は、 県内の学

校に出向き 、 非行情勢を踏

ま え、 パワ ーポイ ント や啓

発動画等を活用し ながら 対

象年齢に応じ た分かり やす

い内容の非行防止教室を

行っていま す。

3 　 交通安全教育指導班「 ふれあい」

　 交通安全教育指導班「 ふれあい」 は、 県内

の幼稚園、 学校、 企業、 自治会等において、

交通事故抑止を 図る た めの交通安全教育を

行っていま す。 交通安全教育では、 警察官等

が腹話術や各種資機材を活用し ながら 、 交通

事故の発生状況や事故防止について対象に応

じ て分かり やすく 説明し ていま す。

4 　 薬物乱用防止講習会

　 組織犯罪対策第一課では、 主に大学生、 社

会人等を対象と し た薬物乱用防止講習会を県

内各地で開催し ていま す。

　 心身の健康を損ない、 様々な凶悪事件、 重

大事故を引き 起こ す薬物乱用の恐ろし さ を伝

え、 その根絶を目指し ていま す。

防犯指導班「 ひまわり 」 の活動状況

非行防止指導班「 あおぞら 」 の活動状況

交通安全教育指導班「 ふれあい」 の活動状況

薬物乱用防止講習会

非
行
防
止
教
室

警察指導班の派遣及び講習会
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5 　 サイ バーセキュ リ ティ 講演

　 サイ バー対策課では、 年々悪質化・ 巧妙化する

サイ バー犯罪に巻き 込ま れ

ないよ う にする ため、 県内

の学校や事業者を 対象と し

た講演を行っていま す。

６ 　 悪質商法対策講演

　 生活経済課では、 社会情勢に応じ て発生する 悪

質商法について、 県内の

高齢者や若者を対象に被

害防止等の講演を 行っ て

いま す。

７ 　 命の大切さ を学ぶ教室・ 犯罪被害者

　 支援講義

　 犯罪被害者支援室では、 社会全体で被害者を支

え、 被害者も 加害者も 出さ ない街づく り の気運の

醸成を図る 施策の一環と し て、 犯罪被害者遺族等

によ る 「 命の大切さ を 学ぶ教室( 小・ 中・ 高校生

対象) 」 及び「 犯罪被害者支援講義( 大学・ 専門学

校生対象) 」 を行っていま す｡

8 　 痴漢犯罪防止講話

　 鉄道警察隊では、 学校等において痴漢犯罪防止

講話を実施する と と も に、 同講話の内容を、 よ り

多く の方に分かり やすく 伝える ための啓発動画を

作成し 、 YouTube( 埼玉県警察公式チャ ン ネル)

で配信し ていま す。

　 こ れをデジタ ル版痴漢犯罪防止講話と し て、 県

内の学校関係者、事業者等に視聴を勧めていま す。

 ◆各指導班の派遣及び講習会等のお申し 込み方法の詳細は、

 　 県警ホームページを ご覧く ださ い。

　 http s://w w w .p o l ice .p re f.sa itam a . lg . j p /

埼玉県警察
ホームページ

サイ バーセキュ リ ティ 講演

命の大切さ を学ぶ教室の開催状況

悪質商法対策講演

痴漢犯罪防止啓発動画の視聴状況
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話題記事

職務質問技能指導班「 ＨＡ Ｙ Ａ Ｔ Ｅ 」の活躍
～各警察署で職務質問技能を伝承～

　 令和５ 年４ 月１ 日から 地域総務課に所属する 職務質問技能指導班は、通称名「 Ｈ Ａ Ｙ Ａ Ｔ Ｅ( 颯) 」

と し て活動を 開始し まし た。 Ｈ Ａ Ｙ Ａ Ｔ Ｅ の命名には、「 職務質問指導に新たな風を 吹き 込む」、「 颯

爽( 節度、 行動がはっ き り と し ている 、 爽やかな印象を 与える ) と 職務質問を 行う 」 と いう 意味

を 込めており 、 実務経験の浅い若手警察官を 中心と し た実戦指導や集合教養を 主な業務と し てい

ま す。 Ｈ Ａ Ｙ Ａ Ｔ Ｅ に在籍する 班員は、 職務質問の卓越し た技能と 指導力を 有し ており 、 ま さ に

職務質問のプ ロ フ ェ ッ ショ ナル集団と し て、 今後も 警察官の職務質問技能の向上のため、 き め細

やかな指導によ り 職務質問の技能を 伝承し ていき ます。

埼玉県警察在留外国人サイバーボランティ ア
（「 フォーシブ（ Ｆ ＲＣ Ｖ ) 」) を発足

フ ォ ーシブ( Ｆ Ｒ Ｃ Ｖ ）発足式

犯罪関連情報投稿への警告

県警察では、 全国に先駆けて在留外国人が安全で

安心し て利用でき るサイ バー空間を 構築するため、

官民連携によ る 犯罪被害防止対策の一環と し て、

在留外国人が所属する 団体の協力を 得て、「 埼玉県

警察在留外国人サイ バーボラ ンティ ア」( 「 Fo re ig n  

Resid en ts Cyb e r Vo lunteer」) 、 通称: 「 フ ォ ー

シブ( Ｆ Ｒ Ｃ Ｖ ) 」 を発足し 、 サイ バーパト ロール

を実施するなどの取組を行っ ています。

Faceb o o k
上で警告

投稿者が
「 犯罪関連情報」

を削除



話題記事

「 埼玉県警察岩槻高齢者講習センタ ー」 の開所

幹部職員を対象と し た両立支援マネジメ ント 研修の実施

～高齢者講習等に特化し た全国初の専用施設～

　 埼玉県では、 全国ト ッ プ ク ラ スのスピ ード で高齢運転者の増加が見込まれており 、 運転免許手

続き を 円滑に推進する ため、 さ いたま市岩槻区内の旧県立小児医療セン タ ー跡地に高齢者講習や

認知機能検査など を 行う 、 全国初の専用施設「 埼玉県警察岩槻高齢者講習セン タ ー」 を 、 令和６

年５ 月2 7 日( 月) 開所し まし た。

　 同セン タ ーには、 講習室、 検査室、 実車講習コ ースや運転適性を 検査する 機器を 備え付けた安

全運転相談室が設置さ れている ほか、 来庁者に優し いバリ アフ リ ー構造、 電気自動車の導入や屋

上緑化の設置など、 環境にも 配慮し た施設と なっ ており ます。

　 令和６ 年１ 0 月3 １ 日、 警部級以上の階級にある 職員を 対象に両立支援マネジメ ン ト 研修を 開

催し まし た。

　 両立支援マネジメ ン ト 研修は、 幹部職員に育児休業取得に係る 各種マネジメ ン ト 力を 身に付け

さ せ、 警察組織の執行力を 低下さ せず、 誰も が育児休業を 当たり 前に取得でき る 職場環境を 構築

する こ と を 目的と し ています。

　 外部講師と し てお招き し た一般社団法人D a d d y 　 S u p p o r t 協会代表理事の平野翔大

氏によ る 、「 仕事と 育児の両立支援がし やすい組織構築及び育児休業取得に係る マネジメ ン ト 力」

の講演を 2 8 3 名の幹部に受講さ せ、 全ての職員の働き 方を 「 仕事と 私生活の両立を 可能と する 」

こ と が重要である こ と の周知を 図り まし た。

電気自動車

運転適性検査室建物外観



第1 回　 ◆申込期間　 ３ /３ ( 月）～４ /16( 水）

区分 採用予定

Ⅰ類
男　 性 114人

女　 性 38人

Ⅱ類
男　 性 59人

女　 性 20人

国際捜査Ⅰ類
中国語 ２ 人

ベト ナム語 ２ 人

武道・ 体育指導Ⅰ類
柔　 道 ２ 人

剣　 道 ２ 人

サイ バー犯罪捜査Ⅰ類 ２ 人

サイ バー犯罪捜査Ⅱ類 ２ 人

合計 243人

第2 回　 ◆申込期間　 ７ /15( 火）～８ /27( 水）

区分 採用予定

Ⅰ類
男　 性 44人

女　 性 14人

Ⅱ類
男　 性 98人

女　 性 33人

サイ バー犯罪捜査Ⅰ類 １ 人

サイ バー犯罪捜査Ⅱ類 １ 人

合計 191人

埼玉県警察
ホームページ

X Insta g ram Yo uTub e

採用ガイ ド ブッ ク

令和７ 年度埼玉県警察官採用試験

埼玉県警察官採用試験のポイ ント

　 埼玉県警察職員募集ガイ ド 、 埼玉県警察事務職員募集ガイ ド 等は県警ホームページ「 採用案内」

の「 採用ガイ ド ブッ ク 集」 にてご確認く ださ い。

教養試験の

知識分野を 大幅削減

教養試験の問題数が

50問から 28問に削減

詳し く は、 県警ホームページ「 採用案内」 の「 警察官採用試験」 から ご確認いただく か、

「 令和７ 年度埼玉県警察官（ 巡査） 採用試験案内」 にてご確認く ださ い。

問題数の削減

※埼玉県警察事務職員採用試験日程については、 埼玉県

人事委員会事務局ホームページを 参照く ださ い。

　 上限 35 歳未満

（ 令和７ 年４ 月１ 日現在）

受験資格年齢

Ⅱ類＋Ⅲ類→新し い「 Ⅱ類」 に

試験区分の変更

Ⅰ類 Ⅰ類

Ⅱ類
Ⅱ類

Ⅲ類

▶ 維　 持

▶ 統　 合



事件・ 事故等 情報サイ ト のご紹介

Ｓ Ｎ Ｓ 等アク セス一覧

埼玉県警察ホームページ

県警察から のお知ら せ、 防犯・ 交通安全情報、 各種手続に関する 情報等、 さ ま ざま な情報を掲載し ていま す。

埼玉県警察メ ールマガジ ン 「 犯罪情報官N EW S( ニュ ース) 」

県内における 不審者情報等の防犯情報をメ ール配信し ていま す。

埼玉県警察犯罪情報官Ｘ( エックス)( 旧Twitter( ツイッタ ー) )・ Facebook( フェイスブック ) 等

県内における 不審者情報等の防犯情報や防犯イ ベント に関する 情報等を発信し ていま す。

Y a h o o ! ( ヤフ ー) 防災速報

ス マート フォ ン用アプリ を活用し 、 県内における 不審者情報等の防犯情報を発信し ていま す。

交通事故情報メ ールマガジ ン

県内における 交通事故( 死亡・ 重傷事故) 情報や交通安全イ ベント に関する 情報等をメ ール配信し ていま す。

Ｙ ｏ ｕ Ｔ ｕ ｂ ｅ ( 埼玉県警察公式チャ ン ネル)

県警察のさ ま ざま な活動や、 防犯・ 交通安全に関する 啓発動画を掲載し ていま す。

事件事故発生マッ プ

犯罪や交通事故の発生場所が一目で分かる よ う 地図上に表示し ていま す。

地図上で確認でき る 犯罪・ 交通事故は次のも のです。

路上強盗・ ひったく り ・ 自動車盗・ 車上ねら い・ 子ど も を狙った不審者情報犯　 罪

死亡交通事故・ 重傷交通事故・ 軽傷交通事故交通事故

埼玉県警察

ホームページ

Y
ユ ー チ ュ ー ブ

o utub e

( 埼玉県警察

公式チャ ン ネル)

事件事故

発生マッ プ

Y
ヤ フ ー

a ho o !防災速報

埼玉県警察本部

特殊詐欺対策室

Ｘ
エッ ク ス

埼玉県警察本部

交通部交通総務課

Ｘ
エッ ク ス

埼玉県警察

犯罪情報官

Ｘ
エッ ク ス

埼玉県警察

犯罪情報官

F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

a ceb o o k

埼玉県警察

犯罪情報官

I
イ ン ス タ グ ラ ム

nsta g ra m

埼玉県警察

メ ールマガジン

「 犯罪情報官N
ニ ュ ー ス

EW S」

( 登録・ 変更・ 解除)

埼玉県警察への

ご意見・ ご要望

メ ールフ ォ ーム

電子申請届出

手続一覧

データ のダウンロ ード については、 多額の通信費が発生する 場合があり ますのでご注意く ださ い。


